
1 

 

 

 

重要事項説明書 

 

通所介護 

第１号通所事業 

 

 

 

 

 

 

 

         様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社トコロ 

コンパスウォーク芋島 

 



2 

         重要事項説明書        令和７年９月１日現在 

この「重要事項説明書」は指定通所介護、指定第１号通所事業の人員、設備及び運営に関する基

準の規定に基づき、サービス提供契約の締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内

容を記したものです。 

 

１. サービスを提供する事業者について 

法人名 株式会社トコロ 

代表者 代表取締役 所 章互 

所在地 

〒５００－８１０４ 

岐阜県岐阜市美園町二丁目１７番地 

ＴＥＬ ０５８－２７９－３５１１ ＦＡＸ ０５８－２７９－２１３３ 

 

２. 利用者へのサービス提供を担当する事業所について 

(1) サービス事業所 

(2) 事業所の目的及び運営方針 

事業の目的 

株式会社トコロが開設する【コンパスウォーク芋島】（以下「事業所」とい

う。）が行う通所介護事業及び第１号通所事業（以下「事業」という。）の適

切な運営を確保するために、人員、設備及び運営に関する基準を定め、事業所

の介護職員その他の従業者（以下「介護職員等」という。）が、介護保険法に

従い、高齢者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むこと

ができるように支援することを目的とします。 

運営方針 

１ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者

の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。 

２ 指定通所介護事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用

者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常

事業所名 コンパスウォーク芋島 

所在地 
〒５００－８２３４ 

岐阜県岐阜市芋島４丁目３１番５号 

管理者 臼井 友昭 

連絡先 ＴＥＬ ０５８－２０１－４４６２ ＦＡＸ ０５８－２０１－４４６３ 

介護保険事業者番号 

指定年月日 令和７年９月１日 
通所介護    ２１７０１１６１２９ 

第１号通所事業 ２１７０１１６１２９ 

通常の事業の実施地域 岐阜市、各務原市、岐南町、笠松町 
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生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解

消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減

を図るものとする。 

３ 指定第１号通所事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した

日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練

を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機

能の維持又は向上を目指すものとする。 

４ 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係区市町村、居

宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業

者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密

接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

営業日 
月・火・水・木・金曜日（祝日は営業） 

※但し年末年始（１２月３１日～１月３日）および事業所が定めた日を除く   

営業時間 

午前８時３０分から午後５時３０分まで 
サービス提供時間は、１単位目：午前９時００分～午前１２時０５分 

２単位目：午後１時３０分～午後  ４時３５分 

定員 ３０名 

(4) 事業所の職員体制 

職種 職務内容 人員数 

管理者 

１ 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状

況の把握その他の管理を一元的に行います。 

２ 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮

命令を行います。 

１名 

生活相談員 

１ 利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活

を営むことができるよう、生活指導及び入浴、排せつ、

食事等の介護に関する相談及び援助などを行います。 

１名以上 

看護職員 

１ 利用者の心身の状況等の把握を行います。 

２ 利用者の静養のための必要な措置を行います。また利

用者の病状が急変した場合等に、利用者の主治医等の

指示を受けて、必要な看護を行います。 

１名以上 

介護職員 
１ 通所介護計画・第１号通所事業計画に基づき、必要な

日常生活上の世話及び介護を行います。 
２名以上 

機能訓練指導員 

１ 通所介護計画・第１号通所事業計画に基づき、その利

用者が可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機

能訓練を行います。 

１名以上 

＊職員は、身分証明書を携帯し、提示を求められた場合は速やかに提示します。 
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３. 提供するサービスの内容と料金及び利用料について 

(1) 提供するサービスの内容について 

サービス種類 サ ー ビ ス の 内 容 

通所介護計画・

第１号通所事業

計画の作成 

１ 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画・介護予

防サービス支援計画書（ケアプラン）に基づき、利用者の意向や心身の状

況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容

を定めた通所介護計画・第１号通所事業計画を作成します。 

２ 通所介護計画・第１号通所事業計画の内容について、利用者（又は家族）

の同意を得たときは、通所介護計画書・第１号通所事業計画書を利用者に

交付します。 

３ それぞれの利用者について、通所介護計画・第１号通所事業計画に従った

サービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。  

利用者居宅への

送迎 

事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行

います。ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場

合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。 

排せつ介助 介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行います。 

移動･移乗介助 介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。 

歩行についての

機能訓練 

機能訓練指導員が専門的知識に基づき、利用者の歩行・身体能力に応じた訓練

を行います。必要に応じて施設内の器械・器具等を使用します。 

その他 利用者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活動等の場を提供します。 

個別機能訓練 

 

個々の利用者の状態に適切に対応する観点から、個別の機能訓練実施計画を

策定し、これに基づきサービス提供を行います。 
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(2) 提供するサービスの利用料について 

サービスを利用した場合の利用料は以下のとおりです。利用者の負担金は原則として負担割合

証に記載のとおりとします。 

 

通所介護費 （通所介護 半日型）               岐阜市：6級地「1単位＝10.27

円」 

サービス・加算項目 単位数 
自己負担額 

10 割 １割 ２割 ３割 

通所介護

費 

（3 時間以

上 4 時間未

満） 

要介護 1 370 単位 3,799 円 380 円 760 円 1,140 円 

要介護 2 423 単位 4,344 円 435 円 869 円 1,304 円 

要介護 3 479 単位 4,919 円 492 円 984 円 1,476 円 

要介護 4 533 単位 5,473 円 548 円 1,095 円 1,642 円 

要介護 5 588 単位 6,038 円 604 円 1,208 円 1,812 円 

加算 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 56 単位 575 円 58 円 115 円 173 円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 76 単位 780 円 78 円 156 円 234 円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20 単位/月 205 円 21 円 41 円 62 円 

科学的介護推進体制加算 40 単位/月 410 円 41 円 82 円 123 円 

口腔・栄養 

スクリーニング加算（Ⅰ） 

20 単位/回  

(6 月に 1 回を限度) 
205 円 21 円 41 円 62 円 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 

150 単位/

回 

月 2回まで 

1,540 円 154 円 308 円 462 円 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 

160 単位/

回 

月 2回まで 

1,643 円 165 円 329 円 493 円 

ADL 維持等加算（Ⅰ） 30 単位/月 308 円 31 円 62 円 93 円 

ADL 維持等加算（Ⅱ） 60 単位/月 616 円 62 円 124 円 185 円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） １ヶ月の利用合計単位数に９．０％を乗じた額を頂戴致します。 
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第１号通所事業費 （総合事業 半日型）          岐阜市：6級地「1単位＝10.27

円」 

サービス・加算項目 単位数 
自己負担額 

10 割 １割 ２割 ３割 

通所型独自 

サービス１１ 

事業対象者・要支援１ 

 
1798 単位/月 18,465 円 1,847 円 3,693 円 5,540 円 

通所型独自 

サービス 1２ 

事業対象者・要支援２ 

 
3621 単位/月 37,187 円 3,719 円 7,438 円 11,157 円 

通所型独自 

サービス２１ 

事業対象者・要支援１ 

※１月の中で全部で 4回まで 
436 単位/月 4,477 円 448 円 896 円 1,344 円 

通所型独自 

サービス２２ 

事業対象者・要支援２ 

※１月の中で全部で 8回まで 
447 単位/月 4,590 円 459 円 918 円 1,377 円 

加算 

科学的介護推進体制加算 40 単位/月 410 円 41 円 82 円 123 円 

口腔・栄養 

スクリーニング加算（Ⅰ） 

  20 単位/ 

回      (6 月

に 1 回を限度) 

205 円 21 円 41 円 62 円 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 
150 単位/回 

月 1回まで 
1,540 円 154 円 308 円 462 円 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 
160 単位/回 

月 1回まで 
1,643 円 165 円 329 円 493 円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） １ヶ月の利用合計単位数に９．０％を乗じた額を頂戴致します。 

第１号通所事業費 （総合事業 半日型）        各務原市：7級地「1単位＝10.14

円」 

サービス・加算項目 単位数 
自己負担額 

10 割 １割 ２割 ３割 

通所型独自 

サービス１１ 
事業対象者・要支援１ 1798 単位/月 18,231 円 1,824 円 3,647 円 5,470 円 

通所型独自 

サービス１２ 
事業対象者・要支援２ 3621 単位/月 36,716 円 3,672 円 7,344 円 11,015 円 

通所型独自 

サービス２１ 

事業対象者・要支援１ 

※１月の中で全部で 4回まで 
436 単位/回 4,421 円 443 円 885 円 1,327 円 

通所型独自 

サービス２２ 

事業対象者・要支援２ 

※１月の中で全部で 8回まで 
447 単位/回 4,532 円 454 円 907 円 1,360 円 

加算 

科学的介護推進体制加算 40 単位/月 405 円 41 円 81 円 122 円 

口腔・栄養 

スクリーニング加算（Ⅰ） 

  20 単位/ 

回      (6 月

に 1 回を限度) 

202 円 21 円 41 円 61 円 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 
150 単位/回 

月 1回まで 
1,521 円 153 円 305 円 457 円 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 160 単位/回 1,622 円 163 円 325 円 487 円 
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月 1回まで 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） １ヶ月の利用合計単位数に９．０％を乗じた額を頂戴致します。 

 

 

 

 

第１号通所事業費 （総合事業 半日型）          岐南町：その他「1単位＝10.00

円」 

サービス・加算項目 単位数 
自己負担額 

10 割 １割 ２割 ３割 

通所型独自 

サービス１１ 

事業対象者・要支援１ 

 
1798 単位/月 17,980 円 1,798 円 3,596 円 5,394 円 

通所型独自 

サービス 1２ 

事業対象者・要支援２ 

 
3621 単位/月 36,210 円 3,621 円 7,242 円 10,863 円 

通所型独自 

サービス２１ 

事業対象者・要支援１ 

※１月の中で全部で 4回まで 
436 単位/月 4,360 円 436 円 872 円 1,308 円 

通所型独自 

サービス２２ 

事業対象者・要支援２ 

※１月の中で全部で 8回まで 
447 単位/月 4,470 円 447 円 894 円 1,341 円 

加算 

科学的介護推進体制加算 40 単位/月 400 円 40 円 80 円 120 円 

口腔・栄養 

スクリーニング加算（Ⅰ） 

  20 単位/ 

回      (6 月

に 1 回を限度) 

200 円 20 円 40 円 60 円 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 
150 単位/回 

月 1回まで 
1,500 円 150 円 300 円 450 円 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 
160 単位/回 

月 1回まで 
1,600 円 160 円 320 円 480 円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） １ヶ月の利用合計単位数に９．０％を乗じた額を頂戴致します。 

第１号通所事業費 （総合事業 半日型）          笠松町：その他「1単位＝10.00

円」 

サービス・加算項目 単位数 
自己負担額 

10 割 １割 ２割 ３割 

通所型独自 

サービス１１ 
事業対象者・要支援１ 1798 単位/月 17,980 円 1,798 円 3,596 円 5,394 円 

通所型独自 

サービス１２ 
事業対象者・要支援２ 3621 単位/月 36,210 円 3,621 円 7,242 円 10,863 円 

通所型独自 

サービス２１ 

事業対象者・要支援１ 

※１月の中で全部で 4回まで 
436 単位/回 4,360 円 436 円 872 円 1,308 円 

通所型独自 

サービス２２ 

事業対象者・要支援２ 

※１月の中で全部で 8回まで 
447 単位/回 4,470 円 447 円 894 円 1,341 円 

加算 

科学的介護推進体制加算 40 単位/月 400 円 40 円 80 円 120 円 

口腔・栄養 

スクリーニング加算（Ⅰ） 

  20 単位/ 

回      (6 月

200 円 20 円 40 円 60 円 
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に 1 回を限度) 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 
150 単位/回 

月 1回まで 
1,500 円 150 円 300 円 450 円 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 
160 単位/回 

月 1回まで 
1,600 円 160 円 320 円 480 円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） １ヶ月の利用合計単位数に９．０％を乗じた額を頂戴致します。 

 

 

 

 

その他の費用 

その他 日常生活において通常必要となるものにかかる経費であって、利用者負担が適当

と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上の必要な身の回り

品など）について、費用の実費をいただきます。 

４. 利用料その他の費用の請求および支払い方法について 
 事業者は当月の利用者負担金の請求書に明細を付して翌月１５日までに利用者に請求し、利

用者指定の口座より翌月２７日に引き落とすものとします。（ただし２７日が土、日、祝祭

日の場合は翌営業日となります。） 

 

＊引き落としが確認できましたら、領収書を発行致しますので必ず保管をお願い致します。領

収書の再発行はいたしませんのでご了承ください。 

＊利用料、その他の費用の支払いについて支払期日から２ヶ月以上経過し、さらに支払いの督

促から１４日以内にお支払いがない場合は契約を解約したうえで、未払い分をお支払いし

て頂きます。 

 

５. サービス提供に関する相談・苦情・評価について 

サービス提供に関する相

談・苦情に関しましては、

弊社相談担当者、国民健

康保険団体連合会・区市

町村相談窓口にお問い合

わせください。 

  

・相談担当者 臼井 友昭 

電話番号  ０５８－２０１－４４６２ 
※午前８時３０分～午後５時３０分 
（土曜日・日曜日及び１２月３１日～１月３日を除く）  

・岐阜県 国民健康保険団体連合会 

 電話番号 ０５８－２７５－９８２６ 

・岐阜県 岐阜市 介護保険課 支援係 

電話番号 ０５８－２１４－２０９３ 

・岐阜県 各務原市 高齢福祉課 高齢福祉係 

電話番号 ０５８－３８３－１７７９ 

・岐阜県 羽島郡 岐南町 保険年金課 

電話番号 ０５８－２４７－１３４１ 

・岐阜県 羽島郡 笠松町 健康介護課 

電話番号 ０５８－３８８－７１７１ 

提供するサービスの第三者評価の実施状況 

 あり 実施日  
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評価機関名

称 

 

結果の開示 あり  ・  なし 

〇 なし 

 

６. 秘密の保持と個人情報の保護について 

利用者及びその家

族に関する秘密の

保持について 

事業者及び事業者の使用する者はサービス提供をする上で知り得た利

用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしませ

ん。この秘密を保持する義務は契約が終了した後も継続します。 

個人情報の保護に

ついて 

事業者は利用者から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議

等において利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人

情報についても予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等に

おいて利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は利用者及びその

家族に関する個人情報が含まれる記録物については善良な管理者の注

意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものと

します。 

 

事業者における個人情報保護についての取扱いについては「個人情報の保護に関する法律」及び

厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」を遵守し、「株式会社トコロにおける個人情報の適正な取扱いのために～個人情報保護規

定等～」に則って取扱うこととします。プライバシーポリシー、個人情報取扱い業務概要説明書

は別紙にて説明します。 

 

７. 緊急時の対応方法 

 サービス提供中に緊急の事態が発生した場合は事業所における“緊急時対応のマニュアル”に

そって対応させて頂きます。その際に必要な緊急連絡先を別紙にてご指定ください。夜間、営

業時間外の緊急事態におきましては対応しかねますのでご了承ください。 

 

８. 非常災害対策 

事業所は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成

し、防火管理者又は責任者を定め、年２回以上定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うも

のとする。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるもの

とする。 

 

９. 事故発生時の対応方法 

(1)利用者に対する指定通所介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、 

利用者の家族、介護支援専門員（第１号通所事業にあっては地域包括支援センター）等に 

連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

(2)前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

(3)利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 
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１０. 家族等への連絡について 

 利用者より希望があった場合には利用者に連絡するのと同様の通知を家族等へも行います。 

 

１１. 記録の保管について 

 サービス提供者はサービス提供に関する記録を整備し、完結の日から５年間保管致します。ま

た記録物の閲覧および実費を支払っての写しの交付については本人および家族に限り可能で

す。必要時は、ご相談ください。 

 

 

 

１２. 損害賠償 

 サービス提供に伴って事業者の明らかな過失により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場

合には、その責任の範囲において利用者に対し、その損害を賠償致します。この契約において

やむを得ず訴訟となる場合は利用者の所在地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすること

をあらかじめ同意します。（合意裁判管轄） 

 

１３. サービス利用に当たっての留意事項 

①主治医から指示事項等がある場合は申し出てください。 
②サービス提供中（送迎含む）に気分が悪くなった時は速やかに申し出てください。サービ

ス提供を適さないと判断される場合には、サービス提供を中止することがあります。 
③当事業所では基本的に禁煙とさせていただいており、施設内には喫煙所を設けておりませ

ん。禁煙にご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。 
④当事業所施設内においては携帯電話のご使用をご遠慮願います。もし連絡等が必要な場合

は施設の電話をご使用ください。 
⑤事業所では随時、在宅ケア従事者の育成のために他施設からの研修生の受け入れにも協力

させていただいております。なにとぞ、ご協力のほど宜しくお願い致します。 
⑥１ヶ月以上休みが続いたときの終了等の手続きについて１ヶ月以上休みが続いたときは、                          

ご連絡させて頂き契約を継続するかどうかご確認させて頂きます。継続が不可能な場合は

契約終了とさせて頂きますのでご了承ください。 
⑦災害時の対応（地震・台風・大雪・警報時など）地震・台風・大雪・警報時などサービス                        

を継続出来ない気象状況になった場合はやむを得ず、サービスを打ち切りとさせていただ

く場合がございます。その際はご連絡させて頂きますのでご了承ください。 
⑧安全で円滑な送迎の為、お迎えの時間を書面または電話にてご連絡します。お知らせした                                  

お時間よりも１０分以内の早まりや遅れにつきましてはご了承ください。交通事情等で 
１０分以上到着時間が前後する場合は、電話連絡を致します。 

 
１４．衛生管理等について 
(1)利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に 

努め、衛生上必要な措置を講じるものとする。  
(2)食中毒及び感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるもの 
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とする。 
①事業業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 
②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 
③事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を

定期的に実施する。 

 
 
 
 

１５．虐待防止・身体拘束について 

(1)事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものと

する。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図る。 

②虐待防止・身体拘束の指針を整備する。従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的

に実施する。 

③前２号に掲げる措置を適切に実施するための責任者を置く。 

責任者：臼井 友昭 

④利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行わない。 
⑤身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並び 
に緊急やむを得ない理由を記録する。 

(2)事業所は、指定通所介護等の提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に 

養護する者）による虐待（身体拘束）を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や 

かに区市町村に通報するものとする。 

 
１６．ハラスメント対策について 

事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が 

築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。 

(1)事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲 
を超える下記の行為は組織として許容しません。  
①身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 
②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 
③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。 
(2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等 

により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 
(3)職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また 

定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。 
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(4)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に 
対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 
１７．業務継続計画の策定等について 
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護等の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施するものとする。 
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとす

る。 

 
１８．認知症ケアについて 
(1)認知症状のある利用者の個性を尊重するケアのため次の取組みを行うものとする。 

①利用者に対する認知症ケアの方法等について、家族等に情報提供し、共に実践する。 
②利用者の現在の生活やこれまでの生活について知り、一日の生活リズムや本人のペースを

踏まえた臨機応変な支援を行う。 
③利用者に継続的に関わることで、様子や変化をとらえ、介護者や介護支援専門員を通じて

他のサービス事業者や医療機関と共有することで、よりよいケアの提供に貢献する。 
④定期的な研修等を開催し、認知症に関する正しい知識やケアを習得する。 

 
１９．利益供与の禁止について 
(1)居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して事業所によるサービスを利用さ

せることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないものとする。 

 
２０．その他運営に関する重要事項 

(1)従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を

整備する。 

①採用時研修 採用後１か月以内 

②継続研修 年１回 

③認知症介護基礎研修 医療・福祉関係の資格を有さない介護従業者を対象 

(2)事業所は、適切な通所介護等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化及び従業者への周

知、研修の実施等の必要な措置を講じるものとする。 

(3)従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

(4)従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業

者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内

容に含むものとする。 

(5)この重要事項に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社トコロの代表取締役と

コンパスウォーク芋島の管理者との協議に基づいて定める。 
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令和  年  月  日 

 

株式会社トコロ【コンパスウォーク芋島】は事業の提供開始にあたり重要事項説明書に基づき、

重要事項を説明し、内容に同意いただき、交付しました。 

 
事業者：株式会社トコロ 

所在地：〒５００－８１０４ 

    岐阜県岐阜市美園町二丁目１７番地 

代表者：代表取締役 所 章互   印 

 

事業所：コンパスウォーク芋島 

所在地：〒５００－８２３４ 

    岐阜県岐阜市芋島４丁目３１番５号 

管理者： 

説明者：             印 

 

私は重要事項説明書に基づいて株式会社トコロ【コンパスウォーク芋島】から重要事項の説明を

受け、同意し、交付を受けました。 

※通所に際し、自己における送迎の場合は、十分に注意を払います。また、万一、事故に遭遇した場合は、その原

因の如何を問わず一切の責任を自らで負い、【コンパスウォーク芋島】に対する責任の一切を免除します。 

 

利用者         住所  

             

 

               氏名                   

                                     

 

      利用者代理人      住所 
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                  氏名                   

 

      利用者家族       住所   

 

氏名                   

 

（続柄 ：          ） 
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情報提供同意書 

 
【コンパスウォーク芋島】を利用するにあたり、必要があるときは利用者または家族等に関する

情報を、介護保険サービス利用のため、または適切な在宅療養のために区市町村、居宅介護支援

事業者その他の介護保険事業者、医療機関に情報提供することに同意します。また、個人情報保

護についての事業者の取扱いについては別紙「プライバシーポリシー」「個人情報取扱業務概要

説明書」に記載したとおりとします。 

 
 
 
 
 

                     令和  年   月   日  

                
               利用者               
               住所  

               氏名  

 
                                 
                                  
 
               利用者代理人 
               住所 

 
               氏名                

 
               利用者家族 
               住所   

 
               氏名                

 
（続柄 ：          ） 
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株式会社トコロ コンパスウォーク芋島 
管理者殿 

 

緊急連絡先 

 
緊急時には担当者は、必要な処置を講じます。また、ご指定された緊急連絡先にも連絡を致しま

す。 

 
 

氏名  続柄  

住所  

電話番号  

昼間の連絡先  

携帯電話番号  

 

氏名  続柄  

住所  

電話番号  

昼間の連絡先  

携帯電話番号  

 

主治医 

氏名  

医療機関

名 
 

住所 〒   - 

電話番号  

 

ケアマネジャー 

氏名  

事業所名  

住所 〒   - 

電話番号  
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契約書 

 

通所介護 

第１号通所事業 

 

 

 

 

 

 

 

        様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社トコロ 

コンパスウォーク芋島 
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契約書 

 

利用者と株式会社トコロ（以下「事業者」）は、利用者事業所間で、次のとおり契約を締結しま

す。 

 
第１条 （契約期間） 
１、この契約の契約期間は介護保険での利用者については契約締結日から利用者の要介護認定

の有効期間満了日までとします。 
２、契約満了日までに利用者から事業者に対して契約終了の申し出がないとき、契約は自動的に

更新されます。この自動更新による契約の期間は利用者の次の要介護認定の有効期間満了日ま

でとします。 

 
第２条 （契約内容の変更、契約の解約、契約の解除、） 
この契約内容の変更、契約の解約、自動終了については次のとおりです。 
＜１＞契約内容の変更 

①利用料等の変更 
 ア 事業者はこの契約に定める内容のうち介護報酬改定による利用料の変更（増額または減

額）を行おうとする場合には重要事項説明書の一部を変更する文書を作成し、利用料等の

変更予定日から 1ヶ月以上の期間をおいて利用者にその内容を通知するものとします。 
 イ 利用者が利用料等の変更を承諾する場合にはこの契約の一部変更契約を事業者と締結し

ます。 
 ウ 利用者は利用料等の変更を承諾しない場合にはその旨を事業者に文書で通知することで、

この契約を解除することができます。 
②利用サービス内容の変更 

 ア 利用者はいつでもサービス内容を変更するよう申し出ることができます。事業者は利用

者からの申し出があった場合変更を拒む正当な理由がない限り速やかにサービス内容を

変更します。 
 イ サービス内容を変更した場合、利用者と事業者とは変更後のサービス内容について記載

した利用サービス変更合意書を交わします。 
＜２＞契約の解約 

①利用者は事業者に対しいつでもこの契約の解約を申し入れることができます。この場合に

は 
1 ヶ月以上の予告期間をもって届けるものとし、予告期間満了日に契約は解約されます。 

②利用者は次の各号に事業者が該当する場合は直ちに契約を解除することができます。 
 ア 事業者またはサービス担当者が正当な理由なく、介護保険法関係法令および本契約に定

めた事項を尊守せずにサービス提供を怠ったとき。 
 イ 事業者またはサービス担当者が守秘義務に違反したとき。 
 ウ 事業者が破産等、事業を継続する見通しが困難になったとき。 
 エ 事業者が利用者やその家族に対して社会通念を逸脱するような行為を行ったとき。 
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＜３＞契約の満了 
次のいずれかに該当する場合はこの契約は満了します。 
 ア 利用者が死亡したとき。 
 イ 利用者から解約の意思がなされ予告期間が満了したとき。 
 ウ 事業者から契約の解除の意思表示がなされ予告期間が満了したとき。 
 エ 利用者が介護保険施設に入所したとき。 
 オ 利用者が医療機関に入院したとき。 
１ヶ月以上サービスを中止されている場合は、ご連絡の上契約を継続するかご確認させて頂き

ます。継続が不可能な場合は契約を満了とさせて頂きますのでご了承ください。 
＜４＞契約の解除 

①事業者は事業規模の縮小、事業者の休廃止等この契約に基づくサービスの提供が困難にな

る 
などのやむをえない事情がある場合には利用者に対してこの契約の解除を予定する日から

１ヶ月以上の期間をおいて利用者に解除理由を示した文書を通知することにより、この契約

を解除することができます。ただし、次の場合には１ヶ月以上の事前申し出の期間なしにこ

の契約を解除することができます。 
 ア 利用者がこの契約に定める利用料等の支払いを２ヶ月以上遅滞し、文書による利用料等

の支払い催告を行ったにもかかわらず、催告の日から１４日以内にその支払いがなかっ

た 
場合。 

 イ 利用者またはその家族等が事業者や担当者に対してこの契約を継続しがたいほどの不信

行為を行った場合。 
②事業者は前項によりこの契約を解除する場合はこのサービス提供を調整した介護支援専門 

員または利用者が住所を有する区市町村と協議し、必要な措置をとります。 

 
第３条 （居宅サービス計画等作成前のサービス提供について） 
 サービス計画書が作成される前であっても緊急に必要な場合はサービスを提供致します。 

  
第４条 （要介護(要支援)認定前にサービス提供を行う場合について） 
 要介護(要支援)認定前にサービスを提供する場合は要介護(要支援)認定後に提供するサービ

ス内容を見直し、要介護(要支援)認定後に契約継続の意思確認を行います。また、自立（非該

当）と判定された場合でも、地域包括支援センターで実施する基本チェックリストに該当する

ときは事業対象者としてサービスを利用できます。ただし、基本チェックリストに該当しない

ときは全額利用者自己負担となり、契約継続の意思確認を行います。 

 
第５条 （相談窓口と苦情相談について） 
 重要事項説明書に記載したとおりを契約内容とします。 

 
第６条 （秘密の保持と個人情報の保護について） 
 重要事項説明書に記載したとおりを契約内容とします。 
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第７条 （契約外条項） 
 本契約に定めのない事項については介護保険法その他諸法令の定めるところを尊重し、利用

者および事業者の協議により定めます。 

 
第８条 （利用料について） 
重要事項説明書に記載したとおりを契約内容とします。 

 
以上のとおり、サービスに関する契約を締結します。 

上記契約を証明するため、本書２通を作成し、利用者及び事業者の双方が署名の上、それぞれ１

部ずつ保有します。 

 

サービス事業者 

岐阜県岐阜市美園町二丁目１７番地 

       株式会社トコロ 

       代表取締役  所 章互         印 

        

説明者 ：           印 

 
 

利用者      住所  

             氏名  

 
                                 
                                  
 
    利用者代理人   住所 

 
             氏名                  

 
    利用者家族    住所   

 
             氏名                  

 
（続柄 ：          ） 
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契約締結日 令和   年  月  日 
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株式会社トコロにおける個人情報保護に関する方針 

（プライバシーポリシー） 

 

 

個人情報保護に関する方針（プライバシーポリシー） 

 

株式会社トコロは、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。 

１ 法人は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業

において、個人情報を慎重に取扱います。 

２ 法人は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。 

３ 法人は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲で

のみ個人情報を利用します。 

４ 法人は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報

を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。 

５ 法人は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するた

め、適切な措置を講じます。 

６ 法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める

権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。 

７ 法人は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応しま

す。 

８ 法人は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、職員の個人情

報保護に関する意識啓発に努めます。 

９ 法人は、この方針を実行するため、個人情報保護規定を定め、これを各事業所職員に周

知徹底し、確実に実施します。 

 

 

 

平成１５年５月２３日制定 

 

株式会社トコロ 

代表取締役 所 章互 
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（様式１）            個人情報取扱業務概要説明書 

株式会社トコロ 個人情報保護規定 介護事業に関する個人情報取扱業務概要説明書 

株式会社トコロの個人情報保護規定の規定に基づく、介護事業（以下「本事業」という。）にか

かわる個人情報の種類等についての規定は、下記のとおりである。 

個人情報の種類 
（本事業に関わって

取得・利用する個人情

報） 

次の各書類に本事業利用者また家族が記載した事項及び本事業所職員が

面談等により把握した事項 
次の各書類に記載した事項 
カルテ表紙 
インテーク記録用紙 
ＡＤＬチェックシート 
診断書 
保険証・医療受給者証・身体障害者手帳 
契約書 
預金口座振替依頼書・自動振込利用申込書 
その他利用のために収集した情報 

個人情報の利用目的 本事業による介護サービスの提供を適正かつ円滑に行い、利用者の利益

を図ることを目的とする。 

個人情報の利用・提供

方法 
上記書類は本事業担当者の管理のもとに保管するとともに、コンピュー

ターに入力し、下記利用目的に沿った利用を行う。 
また、下記内容での目的の際に事業所内又は外部への提供を行う。 
（１）内部での利用 
   契約受付の管理・契約書の作成・計画書の作成 
   サービスの質の向上・サービス提供職員間の連携 
（２）外部への提供 
   主治医・居宅介護支援専門員・他利用サービス提供者との連携 
   利用料請求に関する業務 

その他の情報 本事業担当者が、上記情報の取得その他の機会において、本事業利用者

から相談を受けた事項は、本人の同意のない限りは、本事業者以外には

伝えてはならない。 

個人情報保護担当者 所 章互 

本事業における苦情

対応担当者 
臼井 友昭 
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